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千葉県夷隅郡大多喜町No.5

Ⅰ. 基本情報

Ⅲ. 成果・課題

指導、運営上の工夫 今後に向けた方針・方向性

Ⅱ. 活動概要

団体・組織等の連携

本事業による成果

URL：https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/sobunsai/pdf/93721701_05.pdf

（事業目標）休日の地域部活動を下記により実践し、持続可能な部活動の運営と教員の負担軽減を図る。
○ 移行する部活動数・・・１部活（吹奏楽）
○ 地域部活動の実施期間・・・６月～２月
○ 活動の頻度・・・実施期間内の週１回（土曜または日曜）３時間以内
○ 確保する指導者数・・・外部指導員（常勤及び臨時講師）、兼業教員

（運営主体）大多喜中学校後援会

大多喜中学校吹奏楽部は意欲の高い生徒が多く、積極的に活動を行っている。主顧問が家庭の事情で休日の部活動
を行うことが難しい。そのため、専門的な知識や技術を持ち、長年、県立高等学校で吹奏楽部の指導をしてきた退職教
員に、地域指導者として休日の活動を依頼している。

＜生徒＞
・外部講師による専門性の高い指導を受け
ることができ、意識の高い生徒にとって休日の
部活動が充実した。
・財政面での補助により、昨年よりも家庭の
個人負担が軽減した。

＜教員＞
・教員は技能面の指導に対する負担が軽減
した。
・副顧問は学校の解・施錠の負担が減った。
吹奏楽に関する知識がない副顧問は、音楽
面の指導に対する精神的な負担から解放さ
れた。

＜事業＞
・学校外の施設を活動場所にする際の課題
が明らかになった。
・謝金の所得税の処理等、地域部活動の
実施主体が完全に独立した事業主となった
ときの問題点が明らかになった。

○児童・生徒への指導に関する工夫
・休日の部活動を専門的な知識や技術を
持っている外部講師から指導を受けることで、
質の高い充実した活動につながり、生徒の意
欲向上や技術向上を図ることができた。
・休日の地域部活動を平日の学校部活動の
延長と位置づけて委託することにより、学校部
活動での顧問や生徒の取り組みが、地域部
活動に十分反映される。

○運営上の工夫
・当初は中学校内での活動を中心に行ってい
たが、校舎の解錠、施錠の管理を教職員が行
うことになり、休日勤務の負担が解消されな
かった。休日の教員の負担を減らすため、年度
途中から町内の高等学校や町の公民館を利
用して活動した。
・持ち運びの難しい、大きな打楽器等は高等
学校を会場にすることによって解消された。また、
高校生から教えてもらったり、一緒に活動したり
することで技能面が大幅に向上した。

・地域の実情から、外部の任意団体に部
活動全体を委ねる体制の構築は難しいた
め、校内の部活動を基盤とし、外部講師
を招へいすることで、部活動顧問としての
教員の負担を軽減していく。

・家庭の事情等、恵まれた希望者だけが
恩恵を受けられるといった、学校部活動内
の分断が起きないよう、一人も取り残すこ
となく、すべての部員が意欲的に参加でき、
有意義な活動とするための部活動の在り
方について模索していく。

主な活動種別

吹奏楽


